
理

由

最
近
に
お
け
る
農
業
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
等
に
対
応
し
て
、
農
業
の
成
長
産
業
化
を
図
る
た
め
、
農
業
協
同
組
合
等
に

つ
い
て
そ
の
目
的
の
明
確
化
、
事
業
の
執
行
体
制
の
強
化
、
株
式
会
社
等
へ
の
組
織
変
更
を
可
能
と
す
る
規
定
の
整
備
、
農
業

協
同
組
合
中
央
会
の
廃
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
農
業
委
員
会
の
委
員
の
選
任
方
法
の
公
選
制
か
ら
市
町
村
長
に
よ

る
任
命
制
へ
の
移
行
、
農
業
生
産
法
人
に
係
る
要
件
の
緩
和
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。


